
0歳から高校生年代（注１）の児童を養育していますか？

手続き不要現在、相馬市から児童手当・特例給付を受給していますか？

第一子が０歳から高校生年代ですか？ 生計の中心者（注3）は公務員ですか？

所属庁へお問い合わせください。

手続き不要

支給区分に
応じて増額
改定を行い
ます。

大学生年代（注2）
のお子さんを養育し、
経済的負担（学費
等）がありますか？
※同居・別居は問い

ません。

生計の中心者は相馬
市に住民登録があり

ますか？

生計の中心者の住民票がある市
町村へご確認ください。

3人以上お子さんを
養育していますか？

手続き不要

支給区分に
応じて増額
改定を行い
ます。

0歳から大学生年代
までのお子さんを合
わせると3人以上に
なりますか？

※施設に入所してい
るまたは里親に委託
している児童は除き

ます。

手続き不要

支給区分に
応じて増額
改定を行い
ます。

手続き
必要
①

手続き
必要
③

大学生年代のお子さ
んを養育し、経済的
負担（学費等）があ

りますか？
※同居・別居は問い

ません。

手続き
必要
②

・額改定請求書
・監護相当・生計費の負担につ
いての確認書
・子の属する世帯全員の住民票
謄本（大学生年代の子が相馬市
外に住民登録している場合に限
る）

・認定請求書
・生計の中心者（申請者）の健康保
険証の写し
・生計の中心者（申請者）の通帳の
写し

※児童と住民票上別居している場合
・別居監護申立書
・当該児童の属する世帯全員の住民
票謄本（個人番号付き）
（児童が相馬市外に住民登録してい
る場合のみ）

・認定請求書
・生計の中心者（申請者）の健康保険証の
写し
・生計の中心者（申請者）の通帳の写し
・監護相当・生計費の負担についての確認
書
※高校生年代以下の児童と住民票上別居し
ている場合
・別居監護申立書
・当該児童の属する世帯全員の住民票謄本
（個人番号付き）
（児童が相馬市外に住民登録している場合
のみ）

手続き①（額改定） 手続き②（新規申請） 手続き③（新規申請）

はい

はい

はい

はい

はい

はい

はい

はい

はい

いいえ

いいえ

いいえ

いいえ

いいえ

いいえ

いいえ

いいえ

いいえ

注1 高校生年代
…平成18年4月2日～平成21年4月1日生まれ

注2 大学生年代
…平成14年4月2日～平成18年4月1日

注3 生計の中心者
…児童の生計を維持する程度が高い方で、原則と
して父母のうち所得の高い方


